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2026 年２月 10 日 

各  位  

 

 

 

 

 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり 2026 年３月 26 日開催予定の当社第 178 回定

時株主総会に定款一部変更の議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１. 定款一部変更について 

（１） 定款変更の理由 

現行定款第２条に定める事業目的について、当社グループが事業領域の拡大を進める中、現行

の介護関連事業にかかる記載を削除し、新たに包括的な内容として「介護保険法に基づく各種事

業」を追記するものであります。 

 

（２） 定款変更の内容 

変更の内容は次のとおりです。 

（下線は変更部分を示しております。） 

現行定款 変更案 

（目 的） 

第２条 当会社は，次の事業を営むことを目的と

する。 

１．～10．（条文内容の記載省略）  

11．料理教室・カルチャースクール・レストラン

の経営および訪問介護・訪問入浴介護･訪問看

護・訪問リハビリテーション・福祉用具貸与の

介護保険法による居宅サービス事業 

（新設） 

12．～18．（条文内容の記載省略） 

 

（目 的） 

第２条 当会社は，次の事業を営むことを目的と

する。 

１．～10．（現行どおり）  

11．料理教室・カルチャースクール・レストラン

の経営 

 

 

12．介護保険法に基づく各種事業 

13．～19．（現行どおり） 

 

 

（３） 日程 

定款変更のための株主総会開催日 2026 年３月 26 日（予定） 

定款変更の効力発生日 2026 年３月 26 日（予定） 

以  上 

会 社 名 静 岡 ガ ス 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 松本  尚武 

（コード番号：9543 東証プライム） 
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